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〈特集〉 所沢ソラバル実行委員会

パスポート片手に、新しい所沢を見つけにいこう！
過去最大101店舗が参加！ 4日間の美味なる冒険「ソラバル2025」開催

●所沢商工会議所 役員・議員改選特集
　～今年は役員・議員改選の年です～
●所得税の基礎控除の見直し等がはじまります
●わが社の推し社員　笑ウ酒ニハ福来ル　朝川さん・宮地さん

撮影場所：比良の丘の雲海（所沢市堀之内）

撮影の様子を
動画でもご覧ください

所 沢 商 工 会 議 所 　 会 報 誌 　「 そ ら 」

https://youtu.be/Yhvwfa6QXUQ
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7 月 July
	 2日㈬	 発明・特許相談
	 	 専門家による経営相談（7/2,4,14,17,24,30）
	 3日㈭	 第25回開業相談会（7/3,10）
	 4日㈮	 令和7年分上半期源泉所得税個別相談会（7/4,8）
	 8日㈫	 埼玉県よろず支援拠点出張相談会／SNS活用セミナー
	10日㈭	 後継者対策・事業承継・廃業相談
	 	 フランチャイズ経営相談
	15日㈫	 法律相談／日本政策金融公庫「一日公庫」
	22日㈫	 税務相談／労働・社会保険相談
	25日㈮	 後継者対策・事業承継・廃業相談
	 	 第1回選挙管理委員会

８月 August
	 1日㈮	 専門家による経営相談(8/1,5,19,21,26,29)
	 6日㈬	 発明・特許相談
	12日㈫	 埼玉県よろず支援拠点出張相談会
	 	 後継者対策・事業承継・廃業相談
	15日㈮	 法律相談／日本政策金融公庫出張相談
	20日㈬	 税務相談
	25日㈪	 後継者対策・事業承継・廃業相談
	29日㈮	 埼玉県西部地区合同経営セミナー2025

野老澤町造商店 （愛称：まちぞう）

TEL：04-2928-1453 （10時〜17時30分） 
定休日：木曜・国民の祝日  担当：榊原、杉本

お
問
合
せ

第15回　野
と こ ろ さ わ あ ん ど ん ろ う か

老澤行灯廊火

パスポート片手に、
新しい所沢を見つけにいこう！

所沢ソラバル実行委員会

今年も「第15回 野老澤行灯廊火」と共に所沢に夏がやってき
ます。所澤神明社では200個余りの地口行灯が風情豊かに展示さ
れ元町コミュニティ広場ではジャズバンドにベリーダンス…大
人気の「とこまちこども縁日」、おいしいものが盛り沢山の飲食
ブースも充実です。
銀座中央広場にはキッチンカー、西武所沢S.C.前でも「まちな

かコンサート」を開催。所沢まちづくりセンター（中央公民館）
では、あの「きもだめし」が復活！！
どうぞ皆様お誘いあわせの上お出かけください。

●日時：７月19日㈯
　　　　16時〜20時30分
●メイン会場：
　元町コミュニティ広場
　所沢市元町27-1
●地口行灯展示：所澤神明社
　（所沢市宮本町1-2-4）

※天候により、中止およびス 
　ケジュール変更あり（小雨 
　決行）。

第15回

所沢の夏の風物詩

＊おいしい模擬店
　焼きそば・かき氷・カレーなど

＊復活！きもだめし
　所沢まちづくりセンター（要　入場券）

＊「とこまちこども縁日」
　ヨーヨー釣り・輪投げ・おもちゃ販売など
　ゲーム参加券　4回分　1000円

主催　とことこまちづくり実行委員会（所沢日栄会協同組合・所沢プロペ商店街振興組合・所沢ファルマン通り商店街・所沢銀座協同組合）
共催　所沢商工会議所
後援　所澤神明社/所沢市/所沢商店街連合会/（一社）所沢市まちづくり観光協会/飯能信用金庫/西武鉄道㈱
協力　西武所沢Ｓ.Ｃ./㈱ワルツ所沢/エミテラス所沢/グランエミオ所沢/トコトコスクエア/J：ＣＯＭ所沢/所沢なび㈱西埼玉ぱど/秋草学園短期大学/
　　　クラーク記念国際高等学校　所沢キャンパス/（日吉町・東町・旭町・御幸町・有楽町・寿町・元町東・元町本町）各町内会/所沢まちづくりセンター/

所沢市役所有志の皆様
事務局　所沢市中心市街地活性化拠点施設　野老澤町造商店（まちぞう）

お問合わせ　野老澤町造商店　電話・FAX 04-2928-1453（木・国民の祝日 定休）

所澤神明社境内に200個余りの地口行灯が並びます

16:00～20:30
天候により、中止および
スケジュール変更あり（ ）

771919土

＊音楽ステージ
　ジャズビッグバンド・キッズダンス・べリ－ダンス

「「地口行灯地口行灯」」200個余りの地口行灯展示200個余りの地口行灯展示

元町コミュニティ広場

所澤神明社

元町コミュニティ広場

所澤神明社
秋田家住宅
●

エミテラス所沢●

野老澤町造商店●野老澤町造商店●

トコトコスクエア●

西武鉄道
池袋線

西武鉄道
新宿線

銀座中央広場銀座中央広場

西武所沢Ｓ.C./ワルツ所沢西武所沢Ｓ.C./ワルツ所沢 グランエミオ
所沢
グランエミオ
所沢

西武鉄道池袋線
西武鉄道新宿線
所沢駅下車

「所沢駅」西口
「西所沢駅」「航空公園駅」

より徒歩15分

元町コミュニティ広場へは

＊スティールパン演奏

「レオ神社」に「優勝祈願地口行灯」を展示
展示期間　７/１４（月）～８/３（日）

＊キッチンカー

グランエミオ所沢２階　※ノースプラザ

＊ワークショップ

＊まちなかコンサート　１2時～

銀座中央広場

グランエミオ所沢

西武所沢Ｓ.Ｃ./ワルツ所沢1階店頭

催し物
所澤神明社

元町コミュニティ広場 西武所沢Ｓ.C./ワルツ所沢 グランエミオ所沢 銀座中央広場

～2１時まで

元町コミュニティ広場（メイン会場）
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2025 年は 8月 21日㈭から24日㈰までの 4日間、過去最大となる101もの店舗が参加を表明。実行委員長の
深井隆正氏は「単なる飲み歩きイベントではありません。お店の特色や店主の顔を知ってもらい、新しいお気に
入りを見つけることで、リピーターとして街と人とが繋がるきっかけになってほしい」と熱く語る。さあ、あな
たもこの夏、美味しい出会いを探す冒険に出かけよう。

ソラバルって、どう楽しむの？
～初めての人のための簡単ガイド～

「ソラバル」の楽しみ方はとってもシンプル。
STEP 1：まずは「ソラバルパスポート」を手に入れよう！

参加の証となるこのパスポートがないと始まらない！ 
市内の各参加店や協力店、特設販売所などで購入できる。
事前購入ならワンコイン（500 円）とお得。当日でも 1,000
円で購入可能だ。

STEP 2：気になるお店へGO ！
公式パンフレットには、参加 101 店舗の地図と、この期

間だけの特別メニューがずらり。例えば「通常 1,400 円の
セットが 1,000 円に！」といった、お得なメニューが満載。

パスポートを見せれば、誰でもこの特別価格で楽しめる。

STEP 3：スタンプを集めて、もっと楽しむ！
お店を利用するごとに、パスポートにスタンプを押して

もらおう。集めたスタンプ（マイル）の数に応じて、豪華
景品が当たるチャンスも！今年の目玉は、なんと「最多回
遊賞」。一番多くのお店を巡った冒険王には、特別な賞品
が贈られる。

３つのエリア、それぞれの熱気。
西所沢・所沢・新所沢、街の個性が輝くとき

今年のソラバルは、西所沢、所沢、新所沢の 3 エリア
が連携。それぞれの地域が独自の魅力で参加者を迎える。

パスポート片手に、新しい所沢を見つけにいこう!
過去最大101店舗が参加！ ４日間の美味なる冒険「ソラバル2025」開催

福岡 副実行委員長 深井 実行委員長 前原 氏 中西 氏

古野 氏小林 氏中岡 氏山本 氏

廣野 氏 小寺 YEG会長 田中 JC理事長

完戸 氏

今月は所沢の夏の風物詩「ソラバル」について、所沢ソラバル実行委員会へ五十嵐委員長、平岩副委員長、新井委員、小野委員、重田委員、Soraリポー
ター赤沼さん、市東さんがお話を伺いました。

所沢ソラバル実行委員会
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楽しさを提供する。「今日は新所沢、明日は西所沢で、と
いうように日替わりで楽しむのもおすすめです」。街の未
来を自分たちの手で創るという、強い一体感がこのエリア
の魅力だ。

ただの飲み歩きじゃない！
ソラバルが生み出す好循環

●知らなかったお店との出会い
「気になっていたけど、入る勇気がなかった。」「こんな

場所にこんな素敵なお店が！」ソラバルは、新しいお店の
扉を開く最高のきっかけ。個人店ならではの温かさやこだ

各エリアの代表者たちに、その意気込みを聞いた。

【西所沢エリア】 昨年の倍以上！勢いに乗る個性派タウン
昨年 8 店舗だった参加数は、今年なんと 20 店舗以上に

急増。「実行委員が参加を呼びかけるだけでなく、事業者
さん同士がソラバルに参加しようと声をかけ合ってくださ
いました。」と語るのは、エリア代表の前原麻世さん。昔
ながらの町中華から、立ち飲みスタイルのディープな人気
店、オープンしたばかりの新しいお店まで、バリエーショ
ン豊かな店舗が揃う。歩くたびに新しい発見がある。そん
な探検心をくすぐるエリアだ。

【所沢エリア】 駅前からプロペ通りへ、新しい人の流れを創る
駅直結の「エミテラス」の誕生で、駅周辺には多くの人

が集まるようになった。エリア代表の完戸勇磨さんは、「そ
の流れを、僕たちの愛するプロペ通りや商店街に繋げた
い。」と語る。普段は大手チェーン店を利用しがちな人も、
パスポートがあれば個人店の扉を開けるハードルがぐっと
下がる。「このイベントをきっかけに、所沢の中心市街地
の奥深い魅力を知ってほしい。」そんな熱い想いが、街の
活気を生み出す。

【新所沢エリア】 パルコの先へ、街の底力を見せる挑戦
「かつての街のシンボル『パルコ』がなくなった今、『新

所沢をもっと盛り上げたい』という気運が、地域全体に広
がりを見せています。」と話すのは、エリア代表の中西亘
さん。点在する名店を繋ぎ、1 日では回りきれないほどの

（コラム）　地域がひとつになる日
今年のソラバルが特別なのは、所沢を代表する二つの青年団体、所

沢商工会議所青年部（YEG）と公益社団法人所沢青年会議所（JC）が
本格的にタッグを組んだことだ。「10 年以上続く素晴らしいコンテンツ。
もっと発展させるために、両団体で力を合わせるべきだと思った。」と、
橋渡し役となった廣野優介氏は語る。

YEG の小寺友理子会長は「市民として楽しんでいたイベントに、運
営として関われるのは『まちづくり』意識が芽生えて有難い。YEG で
は発信力向上委員会の事業としてもソラバルと連携・協力している。」
と話し、JC の田中成憲理事長は「現役・OB のメンバー皆で PR している。
市外から通学している学生にも、このイベントを通して街の魅力を伝
えたい。地域連携の流れを作る絶好の機会。」と意気込む。両団体のメ
ンバーが持つネットワークと情熱が、ソラバルを単なるグルメイベント
から、所沢の未来を担う「まちづくりプロジェクト」へと昇華させている。

左から（新所沢エリア代表）中西 亘 氏　（所沢エリア代表）完戸 勇磨 氏　
（西所沢エリア代表）前原 麻世 氏

YEG会長 小寺 友理子 氏とJC理事長 田中 成憲 氏
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わりに触れることで、あなたの「お気に入りリスト」が更
新されるはずだ。
●お店にとっては未来への投資

ソラバル期間中は、お店も「お祭りモード」。普段より
お得なメニューを提供するのは、未来のリピーターを育て
るため。「また来たい」と思ってもらうことが、お店と街
の財産になる。
●地域経済の活性化

ソラバルでの飲食は、直接的な経済効果はもちろん、所
沢で食事をするという文化を根付かせる。新宿や池袋で飲
んでいた人が「今日は所沢で飲もう」と思える街へ。その
変化が、所沢全体の活気に繋がっていく。

【YEG山本浩文さん・中岡翔平さん】
「ワンコイン単位で気軽に何店舗も回れるのが魅力。社

員との交流や、家族サービスにもぴったりです。日中は買
い物、夜はソラバル。そんな風に、所沢の楽しみ方が広が
るきっかけになれば嬉しいです。」

今後の展望　～ソラバルが目指す未来～

参加数 100 店舗を超え、いよいよ大きな節目を迎えた
ソラバル。しかし、実行委員会のメンバーは「まだまだ伝
えきれていない魅力がある。」と口を揃える。

「今後も、さらに多くの店舗に参加してもらいたいです。
今年の参加店舗は締め切らせて頂いていますが、来年に向
けて参加したい方のご連絡は大歓迎です。1 日だけ、ラン
チやディナーのみなど、店舗に合わせた参加も可能です。
今年までの参加店募集は人伝いのみでしたが、来年は HP
へ参加要項を載せて広く募集したいと考えています。」

「飲食は、人が街に足を運ぶ一番分かりやすいきっかけ

です。」と深井実行委員長は言う。美味しいお店があるか
ら所沢に来る。来てみたら、お店も、人も、そして街も面
白い。そんな風に、食を入口として所沢の多様な楽しみ方
が広がっていくこと。それが、ソラバルが目指す未来の姿だ。

この夏、あなたがソラバルで過ごす楽しい時間、美味し
い一杯は、間違いなく未来の所沢の活力になる。さあ、パ
スポートを握りしめて、街へ繰り出そう！

秋草学園短期大学２年　赤
あかぬま

沼 美
み ほ

星

今回初めてソラバルというものがあることを知り、気軽に所沢のグ
ルメを楽しみながら所沢の魅力を知る良い機会になると感じました。
また、たくさんスタンプを集めると特典も狙えるとのことで、とても
興味深いお話が聞けました。今年はどんなお店が集まるのか楽しみです。
また、今後どのように発展していくのかにも注目していきたいです。

秋草学園短期大学２年　市
し と う

東 咲
さ き の

乃

ソラバルは 3 つのエリアで行われる貴重なイベントで、子どもから大
人まで幅広い世代で楽しむことが出来るイベントです。昨年までも多く
の飲食店が参加していた中、今年は 101 店舗が参加すると聞いて驚きま
した。また、インタビューを通じて沢山の人に愛されているイベントだ
と伝わりました。今年は是非、私もソラバルに参加してみたいと思います。

Soraリポーターから一言

EVENT INFORMATION
ソラバル2025

●開催期間：2025年 ８月21日㈭～８月24日㈰ の４日間
●参加店舗：101店舗（西所沢・所沢・新所沢エリア）
●パスポート価格：
　●事前販売：500円　●当日販売：1,000円
●購入場所：
　●各参加店舗（事前および当日販売）
　●市内協力店（三恵不動産、サンエイホーム、吉祥リビ 
　　ング等）（事前販売のみ）
　●公式サイトでの事前予約　開催期間中にワルツ所沢8階 
　　にて引換（当日販売も有）
●公式サイト：https://soraval.com/2025/news/
●お問合せ：所沢ソラバル実行委員会

ソラバル実行委員長　深井 隆正 氏
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毎月の数字を早くまとめて経営に生かしたい！
１年先の資金繰り予測をしたい！   金融機関との橋渡しを頼みたい！

しっかり相談して、しっかり答えてほしい！
そんなお客様を全力サポートしています。

ク ラ イ ア ン ト の 皆 様 を 全 力 サ ポ ー ト す る
所沢市小手指町1-33-21 3F  P駐車場有
http://www.funakoshi-zeirishi.com/

担当スタッフが��代, ��代, ��代の
会計事務所です！

無料個別相談会開催中!
ご予約はこちら　TEL:��-����-����

毎月��日は
当事務所にて

イイ

●創業・資金調達支援　●税務・会計サポート
●相続・事業承継　●クリニック経営サポート

「新入会員 (入会３年程度 )の皆様」を対象に、商工会議所を有効活用していただくための「支
援サービスの利用方法」や「各種会員サービス」のご紹介と、同じ時期に入会された会員同士の
業種の垣根を超えた情報交換、新たな人脈作りの場として、「第 3回新入会員交流会」の開催を
９月上旬に予定しております。ぜひご参加ください！

※対象：令和７年７月末までにご入会いただいた「入会３年程度」の
　　    事業所様（案内は個別に郵送予定）

詳しくは総務課（TEL：04-2922-2196）までお問合せください

ご紹介により入会いただきましたら、ご紹介者様に対して【報奨金】を贈呈させていただきます。

◯一般会員様からの紹介：個人事業主の入会１件…3,000円
　　　　　　　　  法人事業者の入会１件…5,000円 
（一般会員様とは、当所 役員・議員・金融機関・各保険会社・青年部・女性会以外の会員様）

　※一部有料サービスあり

〈新入会員 紹介 制度〉のご案内
 ～お取引先やお知り合いの事業所様をご紹介ください～

第３回 新入会員 交流会開催について
　 ～商工会議 所をどう活用する？！仲間を増やしたい！～

「経営にお悩みがある・人脈を広げたい等」とお考えのお取引先やお知り合いの事業所で、当所に入会されてい
ない方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介賜りますようお願い申し上げます。様々な経営課題を解決できる糸口
としてご利用いただける各種サービスをご用意しております。

●各種経営相談・専門相談の実施
●融資や補助金の申請支援
●労働保険事務代行
●記帳指導
●会員交流会など人脈拡大事業の実施

●経営者、従業員の皆様に役立つ
　各種セミナー・講演会の開催
●各種情報提供
●各種共済制度の運営（福利厚生の充実）
●割引優待サービス　他

商 工 会 議 所 サ ー ビ ス 内 容

ご紹介用webフォーム
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【専門家相談】 要予約・相談無料・秘密厳守

※相談は無料ですが、具体的な実行へ移る場合は、 各専門相談員が所属する機関の規定による費用（実費）が必要となることがあります。

相談項目 相談員 相談日 (土日祝日の場合は翌営業日 ) 主な相談内容

発明・特許相談 弁理士 大内 秀治 毎月第 1水曜日
予約時調整（1週間前までの予約） 商標、実用新案、特許、 意匠に関すること。

法律相談 弁護士 德永 眞澄 毎月 15 日午前 9時 10 分〜正午
月曜日の場合は翌営業日 事業上のトラブル、企業法務に関すること。

税務相談 税理士 桒原 賢志 毎月 20 日 午前 9時〜正午 会計、 経理処理、税務に関すること。

労働・社会保険相談 埼玉県社会保険労務士会所沢支部
担当 社会保険労務士

隔月（奇数月）20 日
午後１時〜４時

従業員トラブル · 社会保険や労働保険加入手続き、
社員のモチベーションアップなどに関すること。

日本政策金融公庫
出張相談

日本政策金融公庫
川越支店  所沢担当

毎月 15 日 午後 1時〜 4時
（7月・11 月は午前 10 時〜午後４時） 融資制度・融資申込 （創業含む）に関すること。

フランチャイズ経営
 個別相談

セブン -イレブン · ジャパン
リクルート本部　第 3リクルート部

オーナー募集担当
浅沼 徳之

隔月（奇数月）第２木曜日
午後 1時〜 4時

フランチャイズ契約やフランチャイズ経営に関すること。
会員さま以外でもご利用いただけます。

後継者対策・
事業承継・廃業相談

事業承継協会埼玉支部
（中小企業診断士・弁護士・税理士等）

毎月 10・25 日
午後1時〜午後 4時

事業を承継する後継者や事業承継したい経営者、
廃業の税務、法務に関すること。　　　　

所沢商工会議所・
埼玉県よろず支援
拠点出張相談会

埼玉県よろず支援拠点
コーディネーター

中小企業診断士 近藤 美恵子

毎月第２火曜日
午前９時〜正午
午後１時〜５時

売上拡大・販路開拓・経営改善などに関すること。

DX専門相談
埼玉県商工会議所連合会

DX推進員　中小企業診断士
浅井 航

随時受付
（オンラインでの対応の場合もあります） IT・デジタル化全般に関すること。

会員事業者の皆様の「困っていること」「誰に相談していいのか分からないこと」、どんなことでも構いませんのでご相談ください。

とても、ためになる話

社会保険労務士

鈴木 典子

熱中症対策 罰則付きで「義務化」へ
近年の猛暑は深刻で、労働災害として

の熱中症の報告も増えています。令和７
年６月１日から職場における熱中症対策
が強化されました。

事業者に対して、熱中症の疑いがある
人を早期に発見する為の体制整備や熱中
症の疑いがある人が見つかった場合に重
篤化を防ぐ措置について、手順の作成や
周知が義務付けられました。対象となる
のは、暑さ指数28以上か気温31℃以上で
連続して１時間以上か１日あたり４時間

を超えて行う作業です。
基本的な考え方は、初期症状を放置し

て対応の遅れで死亡に至ることがないよう
に、見つけること・判断すること・対処す
ること、この流れが基本となっています。

具体的な対応としては、早期に異常を
発見する為に、定期的な連絡をルール化
することや、声掛けの為の職場巡視等を
する。報告体制では、緊急連絡網を作成
し報告する人を明確にし、連絡を受けた
責任者が次に誰に相談をして判断を仰ぐ
か等も決めておきます。熱中症のおそれ
のある者に対する対処手順の例は厚生労
働省から示されています。定めた報告体
制、対処の手順は掲示する等をして関係
作業者に周知を行います。

今回の改正は発生時の対応を求めるも
のですが、まずは発生予防の対策にしっ
かり取組み熱中症の発生を防ぎましょう。

      相談事例
　　      〜DX経営相談〜

（一社）埼玉県商工会議所連合会
DX推進員　浅井 航

DXで活用できる補助金
相談　ITツール導入で活用できる補助金は

ありますか？

対応　国の施策では、IT導入補助金や小規

模事業者持続化補助金などがあります。埼

玉県の施策では、中小企業人手不足対応支

援事業補助金が活用できます。県や市の補

助施策は、国と比較して要件が緩和されて

いる傾向があり、事業者が利用しやすい点が

特徴です。補助金ごとに申請条件や実施期

間が異なりますのでご注意ください。活用を

ご検討の際は、お気軽に商工会議所へご相

談ください。

障がい者就労支援　福祉作業所　各種手作業請負
就労継続支援B型／自立訓練支援

所沢みらい図
○内職、手作業の請負全般
○４トン車乗入可/フォークリフト完備

所沢市本郷 2１5番地１

TEL : 04-2968-7724

一般社団法人 MeRise
東所沢駅 徒歩８分
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所沢商工会議所役員・議員改選特集

今年は役員・議員改選 の年です
─ 役員・議員の任期満了は10月31日 ─

令和７年は、３年に一度の役員・議員改選の年です。
商工会議所は、法で定められた唯一の「地域総合経済団体」として、会員の皆さまにご負担をお願いしている「会費」をもとに、

商工業の振興発展のための活動を行っています。会頭をはじめとする「役員」や、会員の代表として選出された「議員」は率先して
多額の会費（40口〜320口）を負担し事業の立案・運営を無報酬で行っており、いわば地域を支える最大の奉仕者であります。

今月号では、選挙・選任の方法などを詳しくお知らせいたします。

●役員とは？
所沢商工会議所の役員は、会頭１名・
副会頭４名・専務理事１名・監事２名・
常議員33名を指します。会頭・監事を
会員のうちから選任し、新しい１号・２
号・３号議員の決定後、11月1日までに
臨時議員総会を開催して、常議員を議
員のうちから選任します。副会頭は、議
員総会の同意を得て会頭が会員のう
ちから選任し、専務理事は議員総会の
同意を得て会頭が選任します。

●選挙権とは？
所沢市内の会員は選挙により選任さ
れる1号議員の被選挙権を有し、2号・3
号議員に選任される資格があります。
会員は会費１口につき２個の１号議員
の選挙権を有し、２口以上は１口増す
ごとに１個加えます。ただし、１会員の
選挙権の個数は、最高50個を超えるこ
とはできません。また、特定商工業者
である会員は、前述の個数とは別に１個
の選挙権を有し、会員以外の特定商工
業者は１個の選挙権を有します。

●選挙人名簿（有権者名簿）の確定
議員の選挙・選任に関する選挙事務は
選挙管理委員会が行います。
選挙管理委員会は、９月16日（火）現在
で、会員および会員以外の特定商工業
者の選挙資格を調査し「選挙人名簿」
を調製します。選挙人名簿は、9月16日
（火）～９月24日（水）の間縦覧に供し
ます。選挙人名簿について異議がある
場合は、この期間中に申し出ることが
できます。なお、９月11日（木）までに、
会費または、負担金が未納の場合は、
選挙権及び被選挙権を行使すること
はできません。

以上、役員・議員について、その改選の仕組みや方法を簡単にまとめました。
議員の選挙・選任に関する告示は、決定次第掲載いたします。

改選に向け、早期の会費納入にご協力ください。

委員長
委　員
　〃　
　〃　
　〃

○選挙管理委員会
金子　修三
斎藤　英昭
長沼　　浩
日向　貴一
木下　直三

所沢商工会議所 専務理事
㈱サイケイ
長沼商事㈱
日栄建設㈱
㈲木下商事

（敬称略）

地域事業者等

会    員

会員から選任

会頭 （1名）
副会頭 （4名）

専務理事 （1名）

会員から選任

監事
（2名）

常議員 （議員の内から33名）

（会員数：3,421事業所（※R�.�.��現在））

業種別に５部会から構成され、商工業者等の
皆さんが会員となっています。

●１号議員（50名）
　会員から選任（立候補を受けて選挙）

●２号議員（35名）
　会員の所属する部会から選任
　（部会ごとに会議を開き選任）

●３号議員（15名）
　会員から選任
    （３号議員選考委員会を組織し選任）

議 

員

常議員会
議員総会での議題の審
議や特定の事項につい
て迅速に処理するため
の審議機関

議員総会
最高意思決定機関。運
営に必要な事業計画･
予算など重要事項の審
議･決定や決算の承認
を行う機関

会員以外の
特定商工業者
市内の一定規模
以上の商工業者

役 

員

所沢商工会議所の機関

１号議員 （定数50名）
1号議員は、会員の中から、選挙により選任される議員です。立候補者数が定数の50名を超える場合

に選挙を行います。投票できるのは、選挙人名簿に登録された会員と特定商工業者で、会費の持ち口

数に応じた選挙権を行使できます。会費または負担金を納めた方のみ、選挙権・被選挙権を有します。

※【立候補届出期間】 9月9日（火）～9月24日（水）　【議員選挙日】 10月1日（水）

２号議員 （定数35名）
2号議員は、商業部会・工業部会・建設不動産部会・専門サービス業部会・サービス業部会の5つの部会

の部会員の中から選任します。各部会に所属する会員数、選挙権個数により、定員35名の割り当て数

が決定します。各部会では、9月下旬に部会総会を開き、業界・部会を代表する方を選任します。

※【部会総会開催期間】 9月12日（金）～9月26日（金）

３号議員（定数15名）
3号議員は、1号議員及び2号議員から成る議員協議会にて「3号議員選考委員会」を選任し、「3号議員

選考委員会」により地域や業界を代表する熱意のある人を選任します。

※【3号議員選考委員会開催日】　10月9日（木）

議員は、会員の代表として商工会議所の最高意思決定機関である「議員総会」を構成し、商工会議所
の重要事項の議決に加わることになります。任期は3年で、地元商工業者の代表として、商工会議所
の運営に参画し、各種事業の推進役となって、商工業者の繁栄のために貢献しております。
議員の選挙・選任は、広く商工業者の意見を反映させるため、１号・２号・３号の３種類の議員に区分
され、定数100名の議員が選出されます。なお、1号議員から3号議員の区分は、選出の方法こそ異な
りますが、議員の資格には何ら違いはありません。

議員の役割
（定数100名）
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■所沢商工会議所役員・議員改選特集

●役員とは？
所沢商工会議所の役員は、会頭１名・
副会頭４名・専務理事１名・監事２名・
常議員33名を指します。会頭・監事を
会員のうちから選任し、新しい１号・２
号・３号議員の決定後、11月1日までに
臨時議員総会を開催して、常議員を議
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れる1号議員の被選挙権を有し、2号・3
号議員に選任される資格があります。
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の選挙権を有し、２口以上は１口増す
ごとに１個加えます。ただし、１会員の
選挙権の個数は、最高50個を超えるこ
とはできません。また、特定商工業者
である会員は、前述の個数とは別に１個
の選挙権を有し、会員以外の特定商工
業者は１個の選挙権を有します。

●選挙人名簿（有権者名簿）の確定
議員の選挙・選任に関する選挙事務は
選挙管理委員会が行います。
選挙管理委員会は、９月16日（火）現在
で、会員および会員以外の特定商工業
者の選挙資格を調査し「選挙人名簿」
を調製します。選挙人名簿は、9月16日
（火）～９月24日（水）の間縦覧に供し
ます。選挙人名簿について異議がある
場合は、この期間中に申し出ることが
できます。なお、９月11日（木）までに、
会費または、負担金が未納の場合は、
選挙権及び被選挙権を行使すること
はできません。

以上、役員・議員について、その改選の仕組みや方法を簡単にまとめました。
議員の選挙・選任に関する告示は、決定次第掲載いたします。

改選に向け、早期の会費納入にご協力ください。
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委　員
　〃　
　〃　
　〃

○選挙管理委員会
金子　修三
斎藤　英昭
長沼　　浩
日向　貴一
木下　直三

所沢商工会議所 専務理事
㈱サイケイ
長沼商事㈱
日栄建設㈱
㈲木下商事

（敬称略）

地域事業者等

会    員

会員から選任

会頭 （1名）
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専務理事 （1名）

会員から選任
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（2名）

常議員 （議員の内から33名）
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業種別に５部会から構成され、商工業者等の
皆さんが会員となっています。
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　（部会ごとに会議を開き選任）
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　会員から選任
    （３号議員選考委員会を組織し選任）
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を行う機関

会員以外の
特定商工業者
市内の一定規模
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1号議員は、会員の中から、選挙により選任される議員です。立候補者数が定数の50名を超える場合

に選挙を行います。投票できるのは、選挙人名簿に登録された会員と特定商工業者で、会費の持ち口

数に応じた選挙権を行使できます。会費または負担金を納めた方のみ、選挙権・被選挙権を有します。

※【立候補届出期間】 9月9日（火）～9月24日（水）　【議員選挙日】 10月1日（水）

２号議員 （定数35名）
2号議員は、商業部会・工業部会・建設不動産部会・専門サービス業部会・サービス業部会の5つの部会

の部会員の中から選任します。各部会に所属する会員数、選挙権個数により、定員35名の割り当て数

が決定します。各部会では、9月下旬に部会総会を開き、業界・部会を代表する方を選任します。

※【部会総会開催期間】 9月12日（金）～9月26日（金）

３号議員（定数15名）
3号議員は、1号議員及び2号議員から成る議員協議会にて「3号議員選考委員会」を選任し、「3号議員

選考委員会」により地域や業界を代表する熱意のある人を選任します。

※【3号議員選考委員会開催日】　10月9日（木）

議員は、会員の代表として商工会議所の最高意思決定機関である「議員総会」を構成し、商工会議所
の重要事項の議決に加わることになります。任期は3年で、地元商工業者の代表として、商工会議所
の運営に参画し、各種事業の推進役となって、商工業者の繁栄のために貢献しております。
議員の選挙・選任は、広く商工業者の意見を反映させるため、１号・２号・３号の３種類の議員に区分
され、定数100名の議員が選出されます。なお、1号議員から3号議員の区分は、選出の方法こそ異な
りますが、議員の資格には何ら違いはありません。

議員の役割
（定数100名）

「弁護士」×「中小企業診断士」×「社労士」としての
知見・ネットワークと「家事調停官」としての経験を活かし、
法務リスクを予防しながら企業様の発展を最大限ご支援いたします。

　代表弁護士・中小企業診断士・社会保険労務士　 加藤 剛毅

〒359-1116 埼玉県所沢市東町12-10ブランズダワー所沢3階
TEL:04-2936-8666 9:00～20:00( 土日祝日を除く）

当事務所は、令和３年４月に「武蔵野経営労務事務所」を併設し、令和７年４月からは、
助成金・補助金の申請サポートに加え、一般的な社労士業務も本格的に開始いたしました。
また、業容拡大等のため、令和７年６月から事務所を移転することとなり、この機会に
連携している司法書士にも参画いただき、弁護士・中小企業診断士・社会保険労務士
及び司法書士という他士業の合同事務所として、事務所名を「武蔵野合同法律事務所」に
改称することといたしました。
今後は、他士業の合同事務所として、地域の中小企業様を多角的にご支援することが
可能となりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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セミナーにおいて、事例発表したことで、参
加者の中から健康経営実践企業が現れるなど
他の会員に影響を与える取組を行ったことが
評価されての受賞となりました。

なお、去る５月27日開催の議員総会におい
て、会頭より同社 醍醐氏代理　後藤彩花氏
に表彰状の伝達が行われました。この表彰は、
毎年各地商工会議所の推薦により、選考を経
て受賞者が決定されます。自薦・他薦を問い
ませんので来年度のベスト・アクション表彰
に「我こそは！」という方は、ぜひ商工会議
所職員までお申し出ください。

受賞の喜びを語る後藤氏

令和６年度所沢商工会議所
会員増強運動 感謝状贈呈

○埼玉縣信用金庫所沢東支店
支店長　須田正一 様：ご紹介件数13件

○㈱埼玉りそな銀行所沢支店
支店長　佐塚慶輔 様：ご紹介件数４件

○㈱日本政策金融公庫川越支店
支店長兼国民生活事業統轄
桑島新之介 様：ご紹介件数８件（順不同）

令和６年度所沢商工会議所会員増強運動に
多大なる貢献をいただいた、上記３名の皆さ
まに対し、去る５月27日開催の通常議員総会
にて荻野会頭より感謝状を贈呈いたしました。

新規入会者が一般会員様からのご紹介で
あった場合、ご紹介者様には報奨金をご用意
しております。詳細は本誌P6をご覧ください。

今年度も引き続き会員増強運動を実施し
ておりますので、ビジネスチャンスが広
がる商工会議所への入会に皆さまご協力
をお願いいたします。

●開催日：11月12日㈬
●場所：武蔵カントリー倶楽部・笹井コース

なお、詳細は本誌９月号、および当所HP
の「お知らせ欄」にてご案内いたします。皆
様のご参加を心よりお待ちしております。

工業部会・建設不動産部会
視察研修会

６月18日㈬工業部会と建設不動産部会は大
阪・関西万博にて視察研修会を実施しました。
世界各国・国内各社のパビリオンを見学し、
先端技術・サービスを体験する１日となりま
した。工業部会では翌日、大阪城とパナソニッ
クミュージアムを見学しました。創業当初の
製品から最新機器までの展示を通し、“もの
づくりスピリッツ”を学ぶ場となりました。

参加者一同、ひと時の交流と親睦を図りま
した。

視察研修会参加者一同

2025年度 関東商工会議所連合会長
表彰「ベスト・アクション表彰」

㈱旭 醍醐弘美 代表取締役が受賞！

当所会員㈱旭（醍醐弘美 代表取締役）が、
2025年度 関東商工会議所連合会長表彰「ベ
スト・アクション表彰」を受賞されました。

ベスト・アクション表彰とは、関東商工会
議所連合会管内の各商工会議所における事業
活動に関連して、商工会議所の知名度向上へ
の貢献、少子化対策・女性の活躍推進、生産
性向上・働き方改革・健康経営など顕著な貢
献をしている会員等を表彰するものです。

同社は、かねてより定着率の低さや労働環
境の改善に対し高い関心を持ち、健康経営の
実践に取り組んでいました。その取組を所沢
商工会議所・アクサ生命保険共催の健康経営

商工会議所 から

㈱吉野家ホールディングス
名誉会長・安部修仁氏講演会
「“人がすべて” の経営論」

～埼玉県西部地区合同経営セミナー2025～

埼玉県西部地区商工会
議所（川越・所沢・飯
能・狭山商工会議所）は、
合同経営セミナーを開催
します。㈱吉野家ホール
ディングス名誉会長・安
部修仁氏を講師に迎え、

「“人がすべて”の経営論」と題してご講演い
ただきます。終了後には、懇親会を開催いた
します。近隣地域の経営者の皆様と交流を深
める機会ですので、ぜひご参加ください。
●日時：令和７年８月29日㈮
　　　　講演会14：00〜／懇親会16：30〜
●場所：東京商工会議所　渋沢ホール
　　　　（東京都千代田区丸の内３-２-２）
●講師：㈱吉野家ホールディングス
　　　　名誉会長 安部 修仁 氏
●参加費：15,000円（懇親会費込・税込）
●定員：160名
●お問合せ：
　所沢商工会議所 中小企業相談所
　TEL：04-2924-5581
　Mail：soudanjo@tokorozawa-cci.or.jp

お申込み・詳細は
QRコードにてご確認ください

第59回所沢商工ゴルフ大会の
開催日について

例年９月に開催されている「所沢商工ゴル
フ大会」ですが、近年の猛暑により熱中症な
どのリスクが懸念されるため、今年は開催日
を以下のように変更させていただきます。

人“人がすべて”経営論
の

ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
ト
ッ
プ
ま
で
登
り
詰
め
た
私
の
仕
事
哲
学お申し込みは

こちらから !

主催　川越商工会議所／所沢商工会議所／飯能商工会議所／狭山商工会議所

問い合わせ先　川越商工会議所　☎049-229-1810

埼玉県西部地区合同経営セミナー2025

変化の激しいこの時代に何を思う
いま、若い人材が育たない、すぐに辞めてしまう──と悩む中小企業が急増

しています。一方で、社員・アルバイト問わず「人を活かし、育てる」ことを

長年徹底してきたのが、吉野家です。本講演では、吉野家ホールディングス名

誉会長・安部修仁氏が、創業者の薫陶を受けながら実践してきた“人材育成”

の哲学と、「人を大切にする」文化をどう現場に根づかせたかを語ります。

経営資源が限られていても、人を大切にする組織はつくれる。

中小企業の経営者の皆さまに贈る、現場発のリーダー論です。

川越商工会議所／所沢商工会議所所所所／飯能商工会議所／狭山商工会議議所主催

安部修仁氏
講　師

株式会社 吉野家ホールディングス　名誉会長
あ べ しゅう じ

14：00～16：00講演会 8月29日●金
2025年

会　場 東京商工会議所 渋沢ホール
参加費 15,000円（税込）

AM9:00～PM6:00
（年中無休）

お問い合わせ
はこちら！

Webでも！
jcom0120-989-989

【ご注意】※各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費／手数料／初期費用および月額基本料金などが必要。　※サービスにより契約期間・解約料金な
どが異なる。 　※2024年11月末現在（一部除く）。　※住所や建物によっては利用いただけない場合あり。　※一部サービスのみお客さまご自身で設置可能。　
※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標。一部申請中のものを含む。　※イラストはすべてイメージ。

※J:COM TV、J:COM NETの場合。
契約内容や混雑状況などにより、
希望の日程に沿えない場合あり。

最短4日 ※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」を付けてお電話ください。
※掲載サービスのほか、弊社が提供するその他のJ:COMサービスをご案内することがあります。

暮らしのうれしいをJ：COMで

テレビ ネット 固定電話スマホ でんき ほけん ホーム IoTオンライン診療

所沢Sora広告　サイズ／W178.75×H59.5mm
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所沢市制施行75周年記念・
所沢商工会議所創立75周年記念

ところざわまつり

５月29日㈭に第１回ところざわまつり実行
委員会が開催され、今年の「ところざわまつ
り」は所沢市制施行75周年並びに所沢商工会
議所創立75周年を記念し、下記のとおり開催
することが決定しました。市内中央地区各通
り一帯にて、11基の山車の曳き廻しをはじめ、
居囃子、神輿、バザールコーナー、青年部屋
台村、観光協会コーナー他、多くの催物を予
定しています。「交通規制」については、本
誌９月号にてご案内いたします。

詳細については、「ところざわ
まつり公式HP」にて順次お知
らせいたします。

●前日祭：令和７年10月11日㈯
●本　祭：令和７年10月12日㈰

青年部6月委員会事業　開催

６月21日㈯高尾山にて青年部６月委員会
事業「GHOST OF TAKAO〜タクティカル
サイコロジカルアクションRPG 〜」と題し、
参加メンバーが各チームに分かれてポイント
を競い合いながら山頂を目指しました。メン
バー同士の交流、自然を感じる登山やアトラ
クションを通じて、組織力を向上させること
が出来ました。

高尾山にて参加者一同

女性会令和７年度通常総会

５月28日㈬、所沢商工会議所女性会令和７
年度通常総会が開催され、令和６年度事業報

告・収支決算の２議案が承認されました。
総会・懇親会には市川副会頭が来賓として

出席され、新入会員２名も和やかな雰囲気
で迎えられました。また、６月27日開催の
「第40回埼玉県商工会議所女性会連合会総会」、
７月９日開催の「日帰り研修会　キムチ作り」
等にむけ、皆様で交流・相談しながら、お食
事を楽しみました。

行政・他団体 から

埼玉県認定
多様な働き方実践企業になりましょう！

仕事と生活の両立を支援するため、テレ
ワークなどの多様で柔軟な働き方を実践して
いる企業等を、県が認定しHP等で広くPRし
ています。認定企業数は4,200社を超え、多
様な働き方が広まっています。

【認定の主なメリット】
◯認定証、楯等グッズの交付
◯求人面でのPR（県HPでの企業紹介など）
◯研修、補助金等の情報を提供
◯県建設工事の入札参加資格申請時の加点
◯県物品等の入札参加資格申請時の加点
◯県制度融資を利用可能

本年度より認定項目がリニュー
アルされました。詳細は、多
様な働き方実践企業認定制度
のHP（右記QR）をご覧いた
だくか、下記、お問合せ先ま
でお電話ください。

  

認定証、楯

●お問合せ：埼玉県西部地域振興センター
　　　　　　産業労働担当
　　　　　　TEL：04-2993-1110

障がい者を対象とした
「就職面接会」求人募集のお願い

ハローワーク所沢（所沢公共職業安定所）
では、多くの障がい者の方々に働く場を提供
し、職業を通しての自立を図るために「就職
面接会」を開催いたします。ぜひ、この機会に
求人募集と面接会へのご参加をお願いします。
●日時：令和７年 10 月９日㈭ 13 時〜 16 時
●場所：所沢市民文化センター ミューズ展示室
●お問合せ：ハローワーク所沢 専門援助部門
　　　　　　TEL：04-2992-8609　45#

個人・従業員のスキルアップに！
日商PC検定対策講座を開催します

① Excel 編　8/4 ㈪・8/5 ㈫
② Word・PowerPoint 編
　 8/6 ㈬・8/7 ㈭・8/8 ㈮
　パソコン操作のスキルアップを目的に、「日
商PC検定対策講座」を開催します。
　短期集中で日商 PC 検定３級の資格取得を
目指します。是非ご活用ください。
●日程：上記のとおり
　　　 （各日９：30 〜 16：30、昼休憩あり）
●会場：秋草学園短期大学（泉町）
●対象者：
　◯市内在住の勤労者
　◯市内在住でハローワークに登録中の求 
　　職者
　◯市内在住または在学で、就職を目指す高 
　　校生以上の学生
●費用：①・②とも 6,000 円
　　　　（求職者は減額の場合あり／別途検 
　　　　定費用 5,500 円）
●定員：25 名（先着順）
●申込方法：７/18 ㈮までに電子申請または 
　市役所産業振興課に電話
　TEL：04-2998-9157

Excel編
申込▶

Word・
Power

Point編
申込▶

詳細は市 HP（「日商 PC」で検索）をご確認
ください。

TEL：����-���-���　メール：info@thankyoucompany.net
サンキューのゴキブリ駆除サービス

所沢市小手指町 1-33-21　舟越ビル 2F

ゴキブリ1匹で約78%のお客様が
2度と来店しないと感じます…

お客様の状況に合わせて、最も高い効果の出る施工方法で作業します！事前の清掃は一切不要です！

完全駆除保証 年間契約で安心 最適な駆除方法

ゴキブリ1匹で約78%のお客様が
2度と来店しないと感じます…

（2025年当社調べ）
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令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創
設が行われました。これらの改正は、原則として、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適
用されます。このため、令和７年12月に行う年末調整など、令和７年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます（令和
７年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません）。詳細・最新情報は国税庁HP（右記QRコード）をご確認ください。

令和 7 年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等がはじまります

12

12

 

１．改正の概要

以下のとおり所得税の基礎控除の見直し等が行われました。

この改正は、原則として、令和７年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和７年 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

⑴ 基礎控除の見直し

イ 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

【基礎控除額（改正された範囲）】

合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

基礎控除額

改正後
改正前

令和７・８年分 令和９年分以後

万円以下
（ 万 円以下）

 万円

万円

万円超
（ 万 円超

万円以下
万 円以下）

 万円

万円

万円超
（ 万 円超

万円以下
万 円以下）

 万円

万円超
（ 万円 円超

万円以下
万円以下）

 万円

万円超
（ 万円超

万円以下
万円以下）

万円

（注）１ 改正後の所得税法第 条の規定による基礎控除額 万円に、改正後の租税特別措置法第 条の の２の規定による加算

額を加算した額となります。

２ 万円にそれぞれ 万円、 万円、 万円、５万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についての

み適用があります。

３ 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

４ 合計所得金額 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

ロ 基礎控除額の改正に伴い、令和８年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴

収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

【令和７年の源泉徴収事務における留意事項】

令和７年 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和７年分の給与の源泉徴収事務においては、令和７年 月に行う年末調整の際に、改正後の基礎
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額との精算を行います。
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⑵ 給与所得控除の見直し

イ 給与所得控除について、 万円の最低保障額が 万円に引き上げられました。

【給与所得控除額（改正された範囲）】
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給与所得控除額
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万 円以下
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万円超 万円以下 その収入金額× ％＋８万円
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ロ 給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等

の金額の表」及び令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
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４ 合計所得金額 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

ロ 基礎控除額の改正に伴い、令和８年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴

収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

【令和７年の源泉徴収事務における留意事項】

令和７年 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和７年分の給与の源泉徴収事務においては、令和７年 月に行う年末調整の際に、改正後の基礎

控除額に基づいて１年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税

額との精算を行います。

また、令和７年分の公的年金等（確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。）

の源泉徴収事務においては、令和７年 月の支払の際に、改正後の一定の基礎控除額に基づいて１年

間の税額を計算し、改正前の一定の基礎控除額に基づいて計算した源泉徴収税額との精算を行います。

⑵ 給与所得控除の見直し

イ 給与所得控除について、 万円の最低保障額が 万円に引き上げられました。

【給与所得控除額（改正された範囲）】

給与の収入金額
給与所得控除額

改正後 改正前

万 円以下

万円

万円

万 円超 万円以下 その収入金額× ％－ 万円

万円超 万円以下 その収入金額× ％＋８万円

（注） 給与の収入金額 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

ロ 給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等

の金額の表」及び令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
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間の税額を計算し、改正前の一定の基礎控除額に基づいて計算した源泉徴収税額との精算を行います。

⑵ 給与所得控除の見直し
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額との精算を行います。

また、令和７年分の公的年金等（確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。）

の源泉徴収事務においては、令和７年 月の支払の際に、改正後の一定の基礎控除額に基づいて１年

間の税額を計算し、改正前の一定の基礎控除額に基づいて計算した源泉徴収税額との精算を行います。

⑵ 給与所得控除の見直し

イ 給与所得控除について、 万円の最低保障額が 万円に引き上げられました。
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あなたが知ってるとっておきの所沢のオススメの
場所（風景）・お店・施設などを教えて下さい

このページは皆様から頂いた、「わが社の推し社員」、「わたしのところざわ」の情報を掲載いたします。
当所ホームページ内専用ページから応募いただけます。また、FAX 応募用紙も掲載しておりますので、
ダウンロードして頂き応募いただけます。　　【お問合せ】所沢商工会議所　業務課　04-2922-2196

当所 HP
会報誌 Sora
ページ

今月の推し社員は、笑ウ酒ニハ福来ルの朝川 瞳さん・宮地 麗菜さんです。

昨年11月、西所沢駅から早歩き2分の
場所に開店した、鉄板焼きがメインの居
酒屋です。360° どの席でも料理を作っ
ている厨房が見え、ライブ感を楽しめる
のが魅力です。

開店にあたり、朝川と相談して、クラ
ウドファンディングを行い、大変有難い
ことに沢山のご支援を頂きました。お店
の提灯やポスターにはサポーターの方々
のお名前が載っているので、ぜひ見てみ
てください。

支えて頂いた色んな方々に感謝しなが
ら、今日も “明るく・楽しく・元気よく”
営業しています！

朝川はお店の仕込みや指示出しな
どバランスを取ってくれる名社員で
す。私がお店で自由に動けるのは、
朝川・宮地、スタッフ皆がいてくれ
てこそです。彼女がいなければ、こ
のお店は回らないと思っています。

宮地は大阪出身らしい明るさで、
お店の雰囲気作りに貢献してくれて
います。調理経験も長く、メニュー
の試作への提案や、学生へのフォ
ローなど、アルバイトリーダーのよ
うな存在です。

事業所名：笑ウ酒ニハ福来ル
代 表 者：粕谷 周平
住　　所：西所沢1-5-17 FLAT HOUSE B号
営業時間：17時～24時(火曜定休)

所澤神明宵の市　開催!
本年も所澤神明社にて『所澤神明宵の市』を８月６・７・

８日の３日間(各日15時～21時)開催します。                                                   
「所沢に夏祭りを！」との想いで始まったこの催しは、

今年で９回目。地域のアーティストや出店者が集い、七夕
の夜に願いを捧げます。昼と夜で表情が変わる神明社へ、
ぜひお越しください。  

投稿者：所澤神明社宵の市 実行委員会

お客さんが楽しそうに笑って、
飲んだり食べたりしてくれるの
が嬉しいですし、朝川さん粕
谷さんの2人が
楽しんでいる
のを見るのが
一番好きです。
色んな方との
繋がりが出来
たのも嬉しい
です。

女性が楽しんで
くれる居酒屋に
したいです。男
性が中心になり
がちな業界です
が、女性も来や
すいクリーンな

居酒屋を目指しています。良
い仕事をするのは当たり前だ
と思っていますが、お客さん
が再来店された時に、この人
にとってベストな仕事が出来
たんだなと感じます。

朝川
さん

宮地
さん

イチオシは
鉄板出汁巻き卵！
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製品＆サービス

このページでは会員の皆様が扱っている
製品や商品、サービスを紹介いたします。

掲載をご希望の会員様は以下の情報をご提供ください
　　① 事業所名 　② 代表者　 ③ 住所
　　④ 電話番号　⑤ URL　⑥ E-mail
　　⑦ 紹介文  (1) 見出し文字…40 字まで
 (2) 文章…220 字まで
 (3) 画像データ（内容のわかるもの）
 提出方法 メール sora@tokorozawa-cci.or.jp
 掲載月 申込状況等により調整させていただ
  きますので、お問合せください。
 原稿締切 発行月の前月 15 日
 お問合せ 所沢商工会議所 会報担当
        TEL : 04-2922-2196  FAX : 04-2923-6600

やさしい内視鏡検査を
経験豊富な医師が担当します

所沢駅前ひだか消化器内科
肛門内視鏡クリニック
院長　日髙 卓
所沢市くすのき台 1-12-3　holly grace1 階
TEL：04-2997-9719
HP：https://www.tokorozawa-naishikyo.com/

会員 No.9951

今年の3月より所沢駅前に消化器内
科、内視鏡を中心としたクリニックを
開設いたしました。胃癌や大腸癌の早
期発見・治療を目指し、最新の内視鏡
検査機器を用いた検査やポリープ切
除、鎮静剤使用による苦痛軽減を提供
します。肛門疾患の日帰り手術や、一
般内科や検診も行っております。大学
勤務時より、数多くの手術を行ってき
た経験から、適切で高度な検査と治療
を提供し、所沢の皆さまの健康に貢献
していきたいと考えております。

店舗やオフィスの内装デザイン設計施工を中心
に、空間を彩る “グリーン” 事業もスタート

有限会社 ワサビーデザイン
代表　伊東 賢悟
所沢市山口 552-6
TEL：04-2008-5608
MAIL：k_ito@wasabiyd.com

会員 No.9880

東京でスタートしたデザイン設計事
務所「ワサビーデザイン」は今年で21
年目を迎えます。現在は所沢に拠点を
移し店舗やオフィス、展示会ブースな
どの空間デザイン設計や施工の業務を
しております。今年から新たにグリーン
ディスプレイ事業もスタートし、店舗
やオフィスを手間のかからないフェイク
グリーンでディスプレイし、常に心地
よい空間を演出します。ちょっとした
店舗什器ひとつから全面改装や新設ま
で、なんでも気軽にご相談ください。

理論より実践、
所沢生まれ所沢育ちの診断士です

原インターナショナル株式会社
代表取締役　原 紘大（Hara Kohdai）
所沢市北所沢町 2223-1　マルハ会館
TEL：050-7107-3671
HP：https://hara-international.com/

会員 No.9955

当社はアパレル事業を通じて日本
と中国でのビジネスを展開してまい
りましたが、2025年より中小企業
診断士としての活動を本格的に開
始いたしました。日本と中国での
約20年にわたる現場経験を活かし、
机上の理論ではなく、実践に基づい
た支援を心がけております。現場と
経営の両面から、常にお客様に寄り
添う姿勢を大切にし、信頼される診
断士として、皆様の事業の発展に貢
献してまいります。

弁護士法人アルファ総合法律事務所
住所：（所　沢オフィス） 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町 14-3  朝日生命所沢ビル 3 階
　　　（国分寺オフィス） 〒185-0012 東京都国分寺市本町 2-16-4  ラフィネ込山 No.�   � 階

予約受付　平日 9：00～20：00
　　　　　（土曜 9：00～17：00）

コーポレート
サイト

中小企業法務
サイト

様々な業界と業種の企業法務に精通し、対応経験が豊富です

法人設立 17年 所沢出身の代表弁護士 顧問契約数 200社突破

経験豊富な弁護士10 名とスタッフが多数在籍
LegalForceなどの AI技術を導入し、精密なリーガルチェックが可能

企業の健全な事業活動を法の力で支えるリーガルパートナー
代表弁護士
税理士
社会保険労務士

保坂 光彦

����-��-����フリーダイヤル

埼玉 / 東京弁護士会所属
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事業所名 :（任意）

住　所

氏　名　　　　　　　　　    TEL

ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの抽選、本誌「Sora」の誌面作成目的以外には使用し 
ません。なお、当選者の事業所名・氏名を公表させていただきますので、予めご了承ください。

（抽選会の実施について） 抽選は、四半期（３ヶ月ごと）に一
度行っています。プレゼントはクオカード（3,000 円分）等を 
予定しています。※応募は各月一回までとさせていただきます。

（アンケートの応募方法はこちら） 所沢商工会議所 業務課 〒 359-1121 所沢市
元町 27-1 所沢ハーティア東棟 3 階　TEL：04-2922-2196   FAX：04-2923-6600

キ
リ
ト
リ
セ
ン

皆さまの声をお聞かせください

今月の皆さまの声

ウェブでの
ご意見は
こちらから

編集後記

ナンプレの答え（二重枠の合計）

（ルール）
■空いたマスに１から9
までの数字を埋めて
完成させましょう。

■タテ・ヨコ各 9列と
太線で囲んだブロック
（3×3の 9マス）の
中に同じ数字は使え
ません。

■最後に、二重枠に入
る二つの数字の合計
をお答えください。

ナンプレ正解者は当選確率 2倍！
※ナンプレを解かなくてもアンケートは応募可能です。

６月号の答え  ７

「Sora」では、読者の皆さまの声を記事に反映させるためアンケー
トを実施しております。以下の質問にご回答いただき、こちらを切
り取ってハガキに貼り付けるか、FAX、メール、ホームページ、郵便の
いずれかにて当所業務課へ７月末日（必着）までにご回答ください。

❶プレゼント特別企画！観戦チケット当たると良いな～。(南永井)
❷所沢のカフェ、パン屋さん、ベーグル、スコーン等のお店・店員さんの 
　紹介。(下安松)
❸所沢駅のエミテラス、グランエミオの繁盛店記事が見たいです(林)

Q1  参考になった、印象に残った記事は何ですか ?（複数選択可）
P 1 □ 表紙
P 2 □ 会議所スケジュール □まちぞうかわら版
P 3- 5 □ （特集）所沢ソラバル実行委員会
P 6 □ 新入会員 交流会・紹介制度
P 7 □ 頼れる！専門家がお答えします
P 8- 9 □ 役員・議員改選特集
P10-11 □ お知らせ（information）
  商工会議所から/行政・他団体から
P12 □ 中小企業相談所 関連情報
P13 □ わが社の推し社員 □わたしのところざわ
P14 □ 製品＆サービス
P15 □ 会員優待サービス □ナンプレ・アンケート

Q2  今後掲載してほしい記事やご意見などをお聞かせください７月に入り、暑さも厳しさを増し、いよいよ夏本番の季節を迎え
ました。６月より職場における熱中症対策が義務化され、各事業所
様で対策を講じられていることかと存じます。私は建設業を営んで
おりますので、以前より熱中症対策は重視してきましたが、昨今の
気象状況をみると、屋外作業などで完全に防止するのは難しいと感
じます。お仕事される方自身の自己管理が一番なのですが、企業と
しては防止対策を講じるとともに、少しでも様子がおかしい方がい
らっしゃれば、躊躇なく緊急搬送を判断し、重篤化を防ぐ姿勢で臨
んでまいりたいと考えております。暑さの本番の季節、各事業所様
のご安全をご祈念申し上げます。 広報委員会 副委員長　平岩 秀隆

答：７

空いたマスに 1から 9までの数字を埋めて完成させましょう。

タテ・ヨコ各 9列と太線で囲んだブロック（3×3の 9マス）

の中に同じ数字は使えません。

最後に、二重枠に入る二つの数字の合計をお答えください。

所沢商工会議所の会員様なら業界大手のアウトソーシングサービス「福利厚生倶楽部」と
「ベネフィット・ステーション」をお得に導入できます。この機会に是非ご利用ください!!

詳細・資料請求は
下記のQRコード

もしくは
https://www.

tokorozawa-cci.
or.jp/service/club-

cci.html
よりご確認ください

著作権用データ
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3屋根 外壁 内装

床 トイレ

設備 省エネ 外構

リノベ
増改築

窓口が多くて大変…というお悩みの企業様へ

工場改修リノベ

工場のことなら何でも
ワンストップ対応

防水（雨漏り）、
塗装、遮熱

塗装、張り替え、
防水、防音、遮熱

レイアウト変更、
パーテーション区分け、

間仕切り、建具

修繕、リフォーム、
増設、改修

コンクリート打ち替え、
塗装、ひび割れ

空調、給排水、電気 、自家消費型太
陽光等

舗装、駐車場等

（担当：多田 ）

↓無料相談・見積もり・現地調査はコチラより↓

屋根 外壁 内装

床 トイレ

設備 省エネ 外構

リノベ
増改築

窓口が多くて大変…というお悩みの企業様へ

工場改修リノベ

工場のことなら何でも
ワンストップ対応

防水（雨漏り）、
塗装、遮熱

塗装、張り替え、
防水、防音、遮熱

レイアウト変更、
パーテーション区分け、

間仕切り、建具

修繕、リフォーム、
増設、改修

コンクリート打ち替え、
塗装、ひび割れ

空調、給排水、電気 、自家消費型太
陽光等

舗装、駐車場等

（担当：多田 ）

↓無料相談・見積もり・現地調査はコチラより↓

 工場改修リノベ
屋根

床

設備

外壁

トイレ

省エネ

内装

リノベ
増改築

外構

防水（雨漏り）、
塗装、遮熱

コンクリート打ち替え、
塗装、ひび割れ

空調、給排水、電気

塗装、張り替え、
防水、防音、遮熱

修繕、リフォーム、
増設、改修

LED、
自家消費型太陽光等

レイアウト変更、
パーテーション区分け、

間仕切り、建具

舗装、駐車場等

実績

3000件

以上




